
回答数:74件

１．ハラスメント全般について

Q１．ハラスメントに関する Q２．内部通報の窓口はあるか
      従業員向けの相談窓口はあるか

社内に設置 28 窓口があり、
周知徹底されている

67
会社とは独立した外部の組織に委託 3 窓口はあるが、

周知徹底は不十分
6

社内と社外の両方に設置 43 窓口は特に決まっていない 1
設置していない 0 わからない 0
わからない 0

Q３．過去３年間で、以下のハラスメントに関する相談を受けたことや聞いたことはあるか

パワーハラスメント 61
セクシャルハラスメント 9
その他のハラスメント 4

2．パワーハラスメントについて

Q４．パワーハラスメントに関する相談や通報の件数はどう変化しているか

増加傾向にある 24
変わらない 35
減少傾向にある 10
相談や通報はない 0
わからない（または）知らない 5
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≪Q４で「増加傾向にある」を選んだ方≫
Q４-2．相談や通報が増加している要因は何だと思うか（複数回答）

パワーハラスメントに関する情報が増え、関心が高まった21
パワーハラスメントについて相談しやすくなった 21
就労意識が変化し、価値観が多様化している 15
職務遂行上のストレスが増加している 12
職場でのコミュニケーションが減っている 10
忙しい、残業が増えた等、業務の負担が増加している 6
管理職のパワーハラスメントに対する認識や理解が進んでいない6
評価や処遇への不公平感・不満が増加している 2
経営層のパワーハラスメントに対する認識が低い 0
人員整理やリストラ等で、過度な業務の合理化を進めた 0
会社の吸収・合併等があった 0
その他 1

≪全員回答≫
Q５．パワーハラスメントが会社や職場に与える重大な影響をどのように考えているか（複数回答）

職場の雰囲気が悪くなる 67
従業員の心の健康を害する 66
従業員が十分に能力を発揮できなくなる 63
職場の生産性が低下する 62
企業イメージが悪化する 47
人材が流出してしまう 47
訴訟による損害賠償等、金銭的負担が発生する 29
その他 2
わからない 0

Q６．『パワーハラスメントを受けても、何もアクションを起こさない方』がいる場合、
    その理由は何だと思うか（複数回答）

職場の上司や同僚との人間関係の悪化を恐れている 57
職務遂行上の不利益が生じると思っている 45
パワハラがさらにエスカレートしないかと恐れている 45
職場内で公になることを恐れている 40
何をしても解決にならないと思っている 32
何となく相談しにくい雰囲気を感じている 19
相談できる部署や窓口の敷居が高い 15
担当窓口や担当部門が公正に取り扱うと信じていない 15
担当窓口や担当部門の問題解決能力を疑っている 14
何らかの行動を起こすレベルの問題ではないと思っている14
相談や通報でなく、休職や退職を先に考えてしまう 11
経営者や役員等、幹部層がその行為者であるため 8
相談できる部署や窓口を知らない 4
わからない 1
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その他:

・経営者が交代してコンプアイアンス意識が強化された
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その他:

・協力会社や取引先との関係が悪化する可能性がある。

・従業員（被害者）の家庭・人生まで狂わせてしまいかねない

2



Q７．パワーハラスメントの予防・解決に向けた取り組みとして、現在までに実施していることは

実施した 実施していないわからない
相談窓口の設置 74 0 0
経営者や経営幹部の宣言、あるいは会社方針の明示 69 4 1
就業規則等、社内規程への盛り込み 67 6 1
管理職を対象としたパワーハラスメントの講習・研修 66 7 1
個々の問題に対する具体的な再発防止策の実行 59 11 4
社内報・イントラネット等への関連記事の掲載 50 22 2
管理職以外の社員を対象としたパワーハラスメントの講習・研修41 32 1
アンケート等による社内の実態把握 33 39 2
職場のコミュニケーション活性化に関する講習・研修 30 39 5
ポスターの掲示 28 45 1
リーフレット・ハンドブック等の配布 25 47 2

効果があった効果はこれから効果はなかった わからない 計
相談窓口の設置 42 11 1 20 74
経営者や経営幹部の宣言、あるいは会社方針の明示 21 19 1 28 69
就業規則等、社内規程への盛り込み 15 16 1 34 66
管理職を対象としたパワーハラスメントの講習・研修 29 17 2 18 66
個々の問題に対する具体的な再発防止策の実行 44 4 0 10 58
社内報・イントラネット等への関連記事の掲載 15 17 0 18 50
管理職以外の社員を対象としたパワーハラスメントの講習・研修20 9 0 12 41
アンケート等による社内の実態把握 16 9 0 8 33
職場のコミュニケーション活性化に関する講習・研修 11 7 0 11 29
ポスターの掲示 12 3 1 11 27
リーフレット・ハンドブック等の配布 11 2 0 12 25

Q８．上記の取り組み全般を通じて、変化したことは（複数回答）

管理職の意識が変わった 39
管理職が適切なマネジメントを出来るようになった 17
会社への信頼感が高まった 16
職場のコミュニケーションが良くなった 13
風通しが良くなった 12
メンタルヘルスの不調者が減ってきた 6
従業員の仕事に対する意欲が高まった 4
休職者や退職者が減ってきた 3
職場の生産性が高まった 1
特に変化はない 16
その他 3
これといった取り組みをしていない 1
わからない 8
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実施した場合の効果は?

効果があった 効果はこれから 効果はなかった わからない

その他:

・6月1日付をもって強化しているので、この効果影響を注視していきたい。

・通報件数の増加

・ビビッてなにも指摘できない管理職が増えた
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